
　　２０２１年３月１１日

事業主・人事労務担当部署責任者  様
（担当部署までご回付願います）                 セミナー会場・Zoom同時開催

    福岡県経営者協会
                                                                            

 

失敗しない高齢者処遇 「残念なシニア」を作らないために。

★高齢者の活用・活躍推進は、企業経営上の重要な課題であり、今後ますますその必要性が高まって

　くることが予想されています。

★改正高年齢者雇用安定法が４月に施行され、７０歳までの就業確保措置を講じることが事業主の努

　力義務となります。

★今回の改正は努力義務規定でありながら、必要と認められる場合にはハローワーク等の指導・助言

　・勧告の対象となる可能性もあります。

★本セミナーでは、改正高年齢者雇用安定法のポイントと高齢者雇用における法的留意点を解説する

　とともに、人事処遇制度の設計、見直しのポイントについてわかりやすく解説していただきます。

　ぜひご参加ください。

◆ 日    時     ２０２１年５月１９日 （水） １３：３０ ～ １６：３０

◆ 会    場  ・電気ビル共創館　３階　Cカンファレンス 　　 　　　
　　　 　　福岡市中央区渡辺通2－1－82

地 下 鉄 ：七隈線「渡辺通駅」（電気ビル本館B2Fへ直結）  

西鉄電車：西鉄薬院駅より徒歩７分 西鉄バス：渡辺通１丁目降車すぐ

     ・ＺＯＯＭオンライン受講
　    　　 　  ５月１８日の13：30よりＺＯＯＭへの事前接続確認を行います。ご希望の方はご予定ください。

◆ セミナーの内容と講師

　　　　　・「高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針」について

　　　　　・７０歳までの就業確保措置の方法とポイント

　　　　　・再雇用・定年延長時の法的留意点(同一労働同一賃金問題ほか)

講師　三浦・奥田・杉原法律事務所　　
 弁護士　　　　　杉原　知佳　氏

　　　　　・賃金決定における在職老齢年金と高年齢者雇用継続給付金の兼ね合い

　　　　　・労働条件決定に関わる制度設計のポイント

講師　社会保険労務士法人アドバンス　
 代表社員  所長　 伴　芳夫　氏（特定社会保険労務士）

1５:10～1６:30　   定年再雇用者の待遇決定における考慮要素と方策

13:30～15:00       改正高齢法のポイントと高齢者雇用時の法的留意点

改正高齢法の解説と高齢者

処遇制度のポイント



●参加費

●申込方法（申込期限　５月１７日）　

　「セミナー会場受講」,「Zoom受講」いずれの場合も、次のどちらかの方法でお申込みください。

　 　   福岡県経営者協会のホームページを開く。　　　  または 　 　 下記のQRコードを読取る。

 　　　   「セミナーのお知らせ」をクリック

　  　 5月19日「改正高齢法の解説と～ｾﾐﾅｰ」をクリック

　  　 お申込みはこちらへ　→　URLをクリック

　　　          「お申込み画面」に入力してください。

　※会場受講・Zoom受講の選択は「お申込み画面」内の参加費欄で行ってください。

　①参加証は発行しませんので、当日ご本人を確認できる資料等をご持参ください。

　②お申込み確認後、「お支払要領」をEメールにてお送りします。

　　また、Zoom受講の方には受講方法についてのご案内を合わせてお送りいたします。

　　※お申込み後、土日祝日を除いて３日間Eメールが届かない場合は、当協会までお問合わせください。

　③参加費は５月３１日（月）までにお振込みください。

　④請求書が必要な方は、上記「お申込み画面」最後の「ご質問・ご要望欄」に「請求書希望」とご入力

　　ください。

　⑤申込後のお取消しにつきましては、当日のお取消し（欠席含む）のみキャンセル料として参加費全額

 　  を申し受けます。その場合、セミナー資料を後日送付いたします。

　（参加予定者が都合で出席できない場合は、代理出席も可能です）　　　

　※「参加申込画面」にてお預かりした個人情報については、安全かつ適正に管理いたします。

●お問い合わせ先 ：福岡県経営者協会セミナー事務局（TEL 092-715-0562）

セミナー会場受講

Zoom受講

15,000円

13,500円

一般会員

10,000円

9,000円

アドバンス会員

12,000円

10,800円

参加費および申込方法


